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   R1.12 ■中国・武漢で原因不明の肺炎確認
R2.01.15 ▲国内初の新型コロナウイルス感染者を確認

R2.01.24 ●武漢への渡航歴があり発熱等のある方への相談窓口を設置（病院局職員も協力）

R2.01.27 ●「新型コロナウイルス対策会議」を庁内に設置

R2.01.28 ▲国内日本人初感染例発表(武漢渡航歴無し)

R2.01.29 ▲武漢から政府チャーター機到着(在住邦人帰国)

 〜1.31､2.7 （和光市内の国有施設を帰国者の受入先の一つとして利用）

（滞在先施設で帰国者の感染を確認（R2.2.1：県内最初の感染例））

R2.01.30 ▲政府対策本部設置

R2.2.1 R2.02.01 ▲新型コロナウイルス感染症を指定感染症に指定

～ ▲横浜港に入港（R2.2.3）したクルーズ船内で集団感染発生

→　●国からの要請により、県内医療機関での受入れを行う

R2.02.11 ■WHOが新型コロナウイルスが引き起こす疾病を「COVID-19」と名付ける

R2.02.20 ●「新型コロナウイルス対策会議」を任意組織の「県対策本部」に移行

R2.02.25 ▲政府が「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定

R2.03.01 ●県民サポートセンターを設置し、２４時間県民からの相談に対応

R2.3.2
(〜5.31)

R2.03.06 ▲ＰＣＲ検査「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」を保険適用

R2.03.09 ●「埼玉県新型感染症専門家会議」を設置

（当初は医療関係者へ委員を委嘱。後に経済関係者も追加）

R2.03.11 ■ＷＨＯが「パンデミックとみなすことができる」と表明（世界中で大流行が確認される）
R2.03.14 ▲改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行

R2.03.24 ▲東京オリンピック・パラリンピックの１年延期を決定

R2.03.26 ●政府対策本部の設置に伴い新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策特措法第22条に基づく「県対策本部」に移行

R2.04.01 ●「新型コロナウイルス感染症県調整本部」を保健医療部に設置し、入院調整を開始

（本部長は、埼玉県立循環器・呼吸器病センター前病院長の星永進氏）

R2.4.7 R2.04.07 ▲緊急事態宣言発令(当初7都府県,4/17～一時期、全国に拡大)

～ ※緊急事態宣言が発令された7都府県の医療機関では、医師の判断に基づき不急の手術や

入院は延期するよう求める通知を、厚生労働省が都道府県あてに発出

●知事が県民に対し要請「不要不急の外出自粛」「酒類提供時間の制限」「パチンコ店への休業」

波
宣
言
等

海外、国内（国、県）の動き

→●施設運営に関し、国からの応援依頼に基づき県職員を派遣
　　病院局からは看護師2名を派遣

第
 
１
 
波

●特別支援学校を除く県内すべての公立小中高校を一斉臨時休業とした
  （私立学校にも臨時休業の実施を依頼）

緊急
事態
宣言
①

　　２　新型コロナウイルス感染症の発生・流行と世の中の動き
　　　　及び県立病院の状況と対応
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＊新型コロナウイルス感染症が日本に上陸した初期の段階から、県立病院では、その対応が始まりました。

R2.02.01 ■「指定感染症」施行に伴い、感染症室21床のうち7床を新型コロナウイルス感染症入院受入用に準備
R2.02.02 ◆和光市の国立保健医療科学院(※)に向けてDPAT派遣

〜02.05 （※中国武漢から日本政府チャーター機で帰国した日本人の一部が寄宿舎に滞在）
R2.02.06 ■県の要請により「帰国者・接触者外来」を設置
R2.02.07 ■新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れが始まる
R2.02.07

 02.23〜 ◆和光市の税務大学校(※)に向けてDPAT派遣

02.27 （※中国武漢から日本政府チャーター機で帰国した日本人の一部が寄宿舎に滞在）
R2.02.20
〜02.21

●ＤＭＡＴ隊員3名を、横浜港に入港したクルーズ船内の患者対応（搬送調整支援）に派遣

R2.02.29 ■原則面会禁止

R2.03.05 ■ＰＣＲ検査開始

R2.03.09 ■電話処方運用開始

R2.03.12 ●入館前に検温と健康チェックを実施　●面会立入り人数、面会時間制限

R2.03.16 ●電話診療による院外処方箋発行

R2.03.26 ●新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れが始まる

R2.04.06 ■全診療科の入院患者を2割縮小、面会禁止、警備員による検温開始

R2.04.08 ▲入院患者への面会を原則禁止に

R2.04.10 ■ICU、RCU受入れのため、手術５割削減を決定
R2.04.10 ▲外来電話再診開始

R2.04.13 ■呼吸器内科の紹介患者は正面玄関で健康チェックし、感染が疑われる患者は感染症外来で対応する運用を開始
R2.04.13  ●外来：電話再診の推進による対面診療の縮小　●入院：外科手術延期による入院患者減少

国や県からの要請を受けて、
　・循環器・呼吸器病センターにおける新型コロナ陽性患者の受入準備
　・精神医療センター職員のＤＰＡＴ派遣
　・小児医療センター職員のＤＭＡＴ派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から始まりました。

埼玉県立病院（４病院）の状況と対応
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◆入院患者の外出、外泊制限・新規患者の渡航歴、発熱確認／職員の出勤前検温開始、
　 体調不良時の出勤自粛／入院患者との面会制限（*６月から段階的に緩和）

第１波の頃 「必要な物資の不足」

感染が世界的に拡大し、国内でも医

療機関が患者を受け入れるための

マスクや防護具などが大きく不足し、

医療機関等に大きな影響を与えた。

＊県立病院はどう対応したのか＊

（トピック②(Ｐ17)参照）

循環器・呼吸器病センター がんセンター 小児医療センター 精神医療センター

＊PCR検査を早期に導入できた背景＊

（トピック➀（Ｐ１7)参照）

＊オンライン診療への対応＊

（トピック⑥（Ｐ54)参照）
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R2.04.15 ●県内で１か所目となる宿泊療養施設を開設し、軽症患者の受入れを開始

R2.05.01 ●「発熱外来ＰＣＲセンター」を開設（県医師会・郡市医師会の協力による）

R2.05.07 ▲米国で開発された抗ｳｲﾙｽ薬「ﾚﾑﾃﾞｼﾍﾞﾙ」を国内初の新型コロナ治療薬として特例承認（厚生労働省）

R2.05.13 ▲検査効率の向上を目的に、厚生労働省が抗原検査のキットを薬事承認

R2.05.13 ●「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」創設

～ ～
R2.5.25 R2.05.25 ▲緊急事態宣言の全面解除

R2.06.19 ▲新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）リリース

R2.07.06 ●福祉施設へのＣＯＶＭＡＴ派遣開始

R2.07.06 ●保健医療部に「感染症対策課」を新設

R2.07.10 ●「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」運用開始

R2.6.10 R2.07.11 ●特措法第２４条第９号に基づく協力要請

～ R2.07.22 ▲ＧｏＴｏキャンペーン開始

R2.9.13

R2.12.01 ●埼玉県指定診療・検査医療機関を公開

R2.9.14 R3.01.07 ▲緊急事態宣言発令(1都3県,1/8～一時期、全国に拡大)

～ R3.02.13

R3.2.22 R3.02.17 ▲医療従事者へのワクチン接種開始

R3.1.8
～ R3.03.04 ●医療従事者等へのワクチン接種開始

R3.3.21 R3.03.16 ●ウイルスゲノム解析を開始（衛生研究所）

R3.04.12 ●一般県民へのワクチン接種開始（高齢者から）

R3.2.23 R3.04.26 ●「彩の国『新しい生活様式』安心宣言　飲食店＋（プラス）」 制度開始

～ R3.06.01 ●埼玉県高齢者ワクチン接種センター開設 （市町村接種を補完）

R3.6.10 R3.4.20

〜R3.8.1 R3.07.23 ▲東京オリンピック競技大会開幕（～8/8）

R3.08.24 ▲東京パラリンピック競技大会開幕（～9/5）

R3.6.11 R3.8.2〜 R3.09.01 ●酸素ステーション開設（入院先が決まるまで酸素投与を行うための施設）

～ R3.9.30
R3.12.14 R3.11.30 ▲外国人の新規入国停止
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第
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緊急
事態

宣言③

R2.6.9

第
２
波

第
３
波

緊急
事態
宣言
②

▲感染症法一部改正により、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけを、「指定感染症」
   から「新型インフルエンザ等感染症」に変更

第
４
波

Ｒ２．４：厚生労働省は、新型コロナ患者の対応を行う医療従事者等やその家族への誹謗中傷や差別が

見られるとＳＮＳで公表した

「新型コロナ感染症の治療にあたっている医療従事者の子供たちが、保育所への通園を断られた」

「医療従事者が、タクシーへの乗車を拒まれた」 など
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R2.04.14 ◆新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れが始まる

R2.04.15 ●陽性者の宿泊療養施設への医師・看護師の派遣開始

R2.04.20 ■重点医療機関に指定（※R2.7.31付け通知により、R2.4.20から指定）
R2.04.22 ●電話再診専用ダイヤル設置（～5/29）

R2.04.24 ■入院患者5割削減、呼吸器内科以外の医師の応援体制を作る
R2.04.27 ●NICU、GCUの面会中止（～5月31日）

R2.05.11 ●ＰＣＲ検査開始

R2.05.12 ▲正面玄関入口で体温測定開始

R2.05.22 ▲ＰＣＲ検査開始

R2.07.06 ●埼玉県ｸﾗｽﾀｰ対策ﾁｰﾑ：COVMATとして感染症専門医と感染管理認定看護師を県内福祉施設に派遣開始

R2.07.07 ▲埼玉県ｸﾗｽﾀｰ対策ﾁｰﾑ：COVMATとして感染症専門医と感染管理認定看護師を県内福祉施設に派遣開始

R2.10.14 ▲重点医療機関に指定

R2.12.10 ■緩和ケア病床休止(24床)(〜R5.10.31)
R2.12.21 ▲８階西病棟の改修を終了し、新型コロナ患者の入院受入を開始

（12月末：８階東病棟の一般入院患者を転棟）
  R3.1 ▲緩和ケア病棟の一部の病床を、疑い患者の入院に利用開始

R3.01.24 ■結核病床休止(30床)（〜R4.9.30）

埼玉県立病院（４病院）の状況と対応
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R3.6.1～ 「新型コロナワクチン集団接種への協力」

がんセンター・小児医療センター・精神医療センターから医療スタッフが参加

（北浦和合同庁舎。高齢者や警察官などの集団接種業務に従事） （トピック④(Ｐ37)・⑤（P47）参照）

R2.12頃【循呼】

■重症者や認知症の陽性患者の

増加により負担が増大した

R3.5頃【循呼】 ■若い人が突然重症化するケースが目立った

R2.4頃【循呼】

■要請時に「軽い症状」と伝えられていても、

実際には重症の患者がかなりいた

第３波：新型コロナ入院患者数：最大８２人（4病院計）R3.2.2

第５波：新型コロナ入院患者数：最大８5人（4病院計）R3.8.19

R3.9【循呼】 ■県設置の酸素ステーションへの協力

→ 運営マニュアルの策定など立ち上げを支援

第４波：新型コロナ入院患者数：最大４６人（4病院計）R3.５.６

第２波：新型コロナ入院患者数：最大２５人（4病院計）R２.８.１３

第１波：新型コロナ入院患者数：最大３１人（4病院計）R２.4.29

R３.３～【循呼】【がん】 ■▲地域の医療従事者等のワクチン接種に協力

＊新型コロナ専用病床の利用状況について＊

（トピック③（Ｐ34)参照）

R3.10.28 【精神】

◆PCR検査開始

新型コロナウイルス感染症の発生・流行と世の中の動き及び県立病院の状況と対応-13-



R3.12.28 ●ＰＣＲ検査無料化事業（無料検査）開始

R4.01.14 ▲濃厚接触者の待機期間を10日間に短縮（事務連絡）

R4.01.21 ●飲食店における「ワクチン・検査パッケージ制度」開始

R4.01.28 ▲無症状者や濃厚接触者の待機期間を７日間に短縮（事務連絡）

R4.1.21 R4.02.10 ●「みなし陽性」の開始　（医師の判断により検査を行わなくとも臨床症状で診断する）

R3.12.15 ～ R4.03.01 ▲観光目的以外の外国人の新規入国を解禁

～ R4.3.21
R4.6.5

R4.07.20 ●県民への検査確定キット直接配布開始

BA5対策
強化宣言 R4.07.30 ●検査確定診断登録窓口の設置

R4.6.6 R4.8.4〜 R4.08.05 ●県内最多新規陽性患者数：13,991人

～ R4.9.30 R4.09.26 ▲陽性者の全数届出の見直し（全国一斉）

R4.10.7
R4.10.11 ▲外国人観光客の個人旅行を解禁

R5.01.27 ▲５類感染症への引き下げ方針を決定

R5.03.13 ▲個人判断でのマスク着用の運用開始

R4.10.8 R5.04.21 ●円滑な５類感染症への移行を目的に、埼玉県コロナ総合相談センターを開設

～ R5.04.27 ▲５類感染症への引き下げ正式決定

R5.5.7
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埼玉県立病院（４病院）の状況と対応
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R4.8～10【循呼】

■県検査確定診断登録窓口の支援 → 検査キットによる自己検査の確定診断のため医師を派遣

第６波：新型コロナ入院患者数：最大７６人（4病院計）R4.2.19

第７波：新型コロナ入院患者数：最大７４人（4病院計）R4.８.10

第８波：新型コロナ入院患者数：最大６９人（4病院計）R4.12.12

第６波の頃【４病院】

家族（特に子供）を通した家庭内の感染が広がり、感染対策上欠勤・勤務自粛となる職員が相次いだ

（職員本人の感染、感染した家族との濃厚接触）

第６波の頃【小児】

●流行株がオミクロン株に変化後、新型コロナに感染し、入院するこどもの数が急増した

第７波の頃【４病院】

職員本人の感染や濃厚接触などにより、ピーク時は４病院合わせて１50人以上の職員の欠勤が続いた
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